
＜３＞ 広　報　い　な　が　わ平成２０年( 2 0 0 8年)１０月１日

歯周病は歯根を支える組

織に起こる病気です。膿が

出たり、歯がぐらついても

治療せずにいると大切な歯

を失い、その結果、摂食障

害や発音障害、顔貌の変化

などが現れます。

近年の研究の結果、歯周

病が口の中にとどまらず 、

全身に影響を及ぼすことが

判明しました。

糖尿病、脳血管疾患、心

臓疾患、肺炎、早産・低体

重児出産の５疾患は、歯周

病が原因の可能性があると

されていますが、この“合

併症”こそが歯周病の本当

の怖さなのです。

特に糖尿病と歯周病は密

接な相関関係があり、糖尿

病の人は歯周病の罹患率が

高く、歯周病が重症化して

いる人ほど血糖コントロー

ルがよくありません。歯周

病をしっかり治療すると血

糖コントロールが改善した

との報告があります。

前記疾患以外にも、不

眠・倦怠感・神経痛・肩こ

り・頭痛など全身の病気と

の関連も明らかになってき

ています。

全身に及ぶ合併症予防の

ため、歯周病菌の数を減ら

し、攻撃力をそぐことが必

要です。そのためには、毎

日しっかり歯磨きすること

と、定期的に歯科医院を受

診し歯垢や歯石を除去する

ことが大切です。歯の疾患

は自然治癒しないので、適

切な早期治療と予防が大切

です。歯周病を予防し、病

にかからない生活を送りま

しょう。

川西市歯科医師会

歯周病の本当の
怖さは合併症

次に該当する長寿医療制度加

入者は、 1 0月から保険料の納付
が始まります。

対象
7 5歳以上または一定の障害が

ある 6 5歳以上の人で、会社の健
康保険などの被扶養者だった人

保険料
2 , 1 9 6円（年額）
納付方法
年金天引きの場合 1 0・1 2・２
月の３回

納付書・口座振替の場合 1 0月
から３月までの６回

問い合わせは、健康課（�
7 6 6－8 7 8 1）へ。

振振りり込込めめ詐詐欺欺ににごご注注意意をを！！
役場の職員と名乗り「国民健康保険の医

療費を返還する」などと言葉巧みに現金自

動預払機（ＡＴＭ）の操作を指示し、指定

口座に現金を振り込ませ騙しとるという手

口が、近隣市町で多数発生しています。

役場から電話で現金自動預払機（ＡＴＭ）

の操作を指示することは絶対にありません。

万一そのような電話がかかってきた場合は、

その場で判断せず一

度電話を切って役場

まで問い合わせる

か、家族や知人に相

談してください。

問い合わせは、健

康課（�7 6 6－8 7 8 1）
へ。

大
規
模
な
山
火
事
や
救

急
救
助
事
案
な
ど
に
迅
速

に
対
応
し
、
被
害
を
最
小

限
に
と
ど
め
る
た
め
、
県

消
防
防
災
航
空
隊
と
町
消

防
本
部
の
合
同
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。

訓
練
中
、
付
近
の
皆
さ

ん
に
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

の
エ
ン
ジ
ン
音
な
ど
で
ご

迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま

す
が
、
訓
練
の
目
的
を
理

解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
と
き

10
月
27
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
同
11
時
※
天

候
不
良
、
災
害
発
生
な
ど

の
場
合
は
中
止

▼
訓
練
場
所

総
合
公
園

▼
そ
の
他

訓
練
中
、
公

園
内
へ
の
立
入
は
禁
止
し

ま
す
。
見
学
さ
れ
る
場
合

は
、
観
覧
場
所
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
消
防

本
部
（
�
７
６
６
・
０
１

１
９
）
へ
。

兵
庫
県
消
防
防
災
航
空
隊
と

合
同
訓
練
を
実
施
！

1 0 月 2 7 日

次
の
条
件
に
該
当
す
る
人

は
、
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別

徴
収
（
年
金
天
引
き
）
し
ま
す
。

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
ら
な
い
人
は
、
本
年
７
月
の

納
税
通
知
の
と
お
り
、
納
付
書

や
口
座
振
替
に
よ
る
普
通
徴
収

に
な
り
ま
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳
以

上
75
歳
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主

（
平
成
21
年
度
中
に
世
帯
主
が

75
歳
に
な
る
世
帯
を
除
く
）

②
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人

③
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合

計
額
が
、
年
金
受
給
額
の
２
分

の
１
を
超
え
な
い
人

特
別
徴
収
の
徴
収
月
は
、
４

月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
偶
数

月
（
年
金
受
給
月
の
年
６
回
）

で
す
。

４
月
・
６
月
・
８
月
の
徴
収

を
「
仮
徴
収
」
、
10
月
・
12

月
・
２
月
の
徴
収
を
「
本
徴

収
」
と
い
い
、
町
で
は
平
成
20

年
度
の
本
徴
収
か
ら
特
別
徴
収

を
開
始
し
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
対
象
者
で
、
次
の
①
お
よ
び

②
の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す

人
は
、
申
し
出
に
よ
り
保
険
税

を
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に

変
更
で
き
ま
す
。

①
こ
れ
ま
で
、
保
険
税
を
滞
納

せ
ず
納
付
し
て
い
る
人

②
こ
れ
か
ら
の
保
険
税
を
口
座

振
替
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
人

支
払
い
方
法
の
変
更
を
希
望

す
る
人
で
、
ま
だ
変
更
手
続
き

が
完
了
し
て
い
な
い
人
は
、
金

融
機
関
な
ど
で
口
座
振
替
の
申

し
込
み
手
続
き
を
行
い
、
口
座

振
替
の
申
込
書
控
え
を
健
康
課

に
持
参
し
、
変
更
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
れ
ま

で
口
座
振
替
を
利
用
し
、
引
き

落
と
し
口
座
に
変
更
の
な
い
人

は
、
金
融
機
関
へ
の
手
続
き
は

不
要
で
す
。

会
社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被

用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
た
75

歳
以
上
の
人
が
、
長
寿
医
療
制

度
に
移
行
し
た
こ
と
に
と
も
な

い
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

配
偶
者
な
ど
の
扶
養
家
族
が
、

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険

の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

従
前
の
会
社
な
ど
の
健
康
保
険

が
発
行
す
る
資
格
喪
失
証
明
書

を
持
参
し
、
健
康
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
額

に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
長

寿
医
療
制
度
の
創
設
に
と
も
な

う
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
措

置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
健
康
課

（
�
７
６
６
・
８
７
８
１
）
へ
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
を
開
始

〜
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

長
寿
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
と
も
な
う

国
民
健
康
保
険
の
加
入

長寿医療制度保険料に
関するお知らせ

特
別
徴
収
の対

象
と
な
る
人

徴
収
月
は
？

納
付
方
法
の
変
更

町
長

日
頃
は
、
交
通
安
全
指
導
な
ど
に
ご

協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
地
道
な
活
動
の
お
か
げ
で
、
町
内

で
の
死
亡
事
故
抑
止
日
数
６
７
０
日
を
達
成

す
る
な
ど
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
交
通
安
全
へ

の
意
識
は
着
実
に
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

会
長

毎
朝
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の

お
母
さ
ん
方
の
熱
心
な
見
守
り
活
動
の
力
も

大
き
い
で
す
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
我
が
子

を
赤
信
号
で
渡
ら
せ
る
な
ど
、
交
通
安
全
に

対
し
て
意
識
の
低
い
親
も
目
立
ち
ま
す
。

副
会
長

運
転
マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
、
ご
み
の

ポ
イ
捨
て
な
ど
、
子
ど
も
達
の
教
育
を
す
る

前
に
、
大
人
が
襟
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

副
会
長

学
校
で
子
ど
も
達
の
様
子
を
見
て

い
る
と
、
家
庭
で
の
教
育
が
し
っ
か
り
さ
れ

な
い
ま
ま
、
集
団
生
活
に
入
っ
て
く
る
子
ど

も
達
を
見
受
け
ま
す
。
交
通
安
全
に
対
す
る

教
育
も
子
育
て
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

町
長

大
人
の
節
度
あ
る
行
動
と
、
家
庭
で

の
教
育
が
一
番
大
切
で
す
ね
。

副
会
長

子
ど
も
達
は
素
直
で
す
。
見
守
り

活
動
を
行
っ
て
き
た
中
で
、
「
３
年
間
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
卒
業

前
に
お
礼
の
言

葉
を
か
け
に
来

て
く
れ
た
生
徒

が
い
ま
し
た
。
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

大
人
が
良
い
お
手
本
を
見
せ
、
子
ど
も
達
に

行
動
で
示
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ

ま
す
。

町
長

そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
も
、
み
ん

な
が
安
心
し
て
心
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
を
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
も

お
力
添
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

子
ど
も
の
交
通
安
全
は
家
庭
教
育

か
ら
と
話
す
皆
さ
ん
と
真
田
町
長

町
交
通
安
全
推
進

協
議
会
の
皆
さ
ん

ま
ず
は
大
人
の
意
識
改
革
か
ら

町
交
通
安
全
推
進
協
議
会
は
、
町
内

で
発
生
す
る
交
通
事
故
を
撲
滅
し
よ
う

と
、
季
節
ご
と
の
啓
発
活
動
や
地
域
に

出
て
登
下
校
す
る
子
ど
も
達
の
交
通
安

全
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。


